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（目　　的）
第１条　　この規程は、正社員就業規則第57条に基づき、正社員に対する慶弔金の贈与に関する事項について定めたものである。

（）
第２条　　慶弔金は、次により贈与する。
	項   目
	贈  与  条  件
	金 額(円)
	摘          要

	結婚祝金
	結婚（再婚を含む）
        をしたとき
	  50,000　
	①　退職後２か月以内に結婚することを理由に退職する場合を含む。

	出生祝金
	子女が出生したとき
	10,000　
	①  出生日から10日を経過して贈与する。その間死亡したとき、または死産のときは弔慰金を贈与する。
②  父母とも正社員のときはいずれかに贈与する。

	弔 慰 金
	1)本人のとき
      勤続10年未満
      勤続10年以上
2)配偶者のとき
3)実養父母のとき
4)子女のとき
5)祖父母のとき
6)兄弟姉妹のとき
7)配偶者の父母のとき
	
 100,000　
 150,000　
  30,000　
  20,000　
  20,000　
   5,000　
   5,000　
  10,000　
	
①  5)を除き弔電・花環を贈与する。



（慶弔金の特例）
第３条　　この規程に定めた以外に、慶弔金・見舞金もしくは見舞品の贈与を必要と認めるとき、または規程により特に増額を必要と認めるときは、その事情を考慮して別に贈与する。

（申　　請）
第４条　　この規程は、本人が所定の届け出をしたとき、または適用の事実が判明したとき適用する。
②　前項の届け出は、所定の申請書に次の書類を添えて、事実発生後すみやかに行わなくてはならない。
	適        用
	必     要     書     類

	結婚したとき
	戸籍抄本または市町村長の事実証明書

	子女が出生したとき
	住民票もしくは医師または助産婦の事実証明書

	死亡のとき
	死亡を証明する書類




付　　則

第１条　　この規程は、1995年10月１日から施行する。

（一部改正の沿革）
　　1999年 3月16日
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